
 
 
   

 

             
 

 
 
 
 
 

今年も確定申告の時期が近づいて参りました。 
 

所得税の確定申告 令和４年２月１６日から令和４年３月１５日まで 
   

贈 与 税 の 申 告         令和４年２月 １日から令和４年３月１５日まで 
 

 

       申告が必要な方 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
① 新たに住宅を購入又は増改築をされた人 
② 不動産をお売りになった人 
③ 新たに事業を開始された人 
④ 保険の満期金を受け取りになった人 
⑤ 医療費の控除を受ける人 
⑥ 寄付金の控除を受ける人 

   
 

⑦ 令和３年中に１１０万円を超える財産の贈与を受けた方等… 
 

 
 

   年々、税法が広範囲にわたり複雑化しており、その判断や手続きが難しくなっております。 
  所得税の確定申告も是非、当会計事務所におまかせ下さい。 
 
 

 

 

 

 

都道府県のうち、隣接する県が 
最も多いのはどこでしょう？ 
また、その都道府県に隣接する 
県の数はいくつでしょう？ 

 
 

前回の答え： 

「1万円札を千円札に両替する」 

    発行元  

    

 

 

 

 

 

 

池戸経営会計グループ                   

 

税理士法人ジャパンタックス申告会                   

㈱ 戦 略 会 計 ネ ッ ト ワ ー ク                   

社会保険労務士法人 労務事務センター                   

法 規 ・ 行 政 事 務 セ ン タ ー                   
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